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Ⅰ 総務部の概要 

 総務部は、区政における総合的な管理部門として、円滑な行政執行を

進める役割を担っている。 

施策の実践部門である各部に対して、区議会と充分な連携を図るため

の窓口をはじめ、区長・副区長の秘書事務、法規立案・解釈等の助言、

人権尊重・差別解消に向けた啓発、職員の人事管理や人材育成研修、総

合庁舎など区有施設の財産管理や契約行為への助言、区財源の根幹をな

す特別区民税・都民税等の賦課、徴収、その他区のどの部門にも属さな

い事象への対処や危機に際しての総合調整などにより、企画部とともに

区行政執行のためのサービススタッフ機能を受け持っている。 

 令和３年度の主要課題は、非核平和都市品川宣言の啓発と継承を目的

とした平和事業の実施、マイセルフ品川プランの推進、特に女性の活躍

と仕事と生活の調和の推進である。また、公務能率の向上・長時間労働

の解消のための働き方改革「しながわ～く」の推進、職員の人材育成の

さらなる充実、ふるさと納税制度拡充にかかる対策など区税収入の増収

確保、総合庁舎の建て替えに向けた取り組みの推進である。 

 部内は、総務課・人権啓発課・人事課・経理課・税務課で構成され、

職員は１６６人である。
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 各課の事務分掌概略は、次のとおりである。 

 １ 総務課   （1）区議会に関すること 

         （2）平和事業および国際交流事業に関すること 

         （3）条例の立案その他法規に関すること 

         （4）区長および副区長の秘書に関すること 

         （5）区長・副区長の渉外および交際に関すること 

（6）褒賞に関すること 

（7）危機管理に係る総合調整に関すること 

          (8) 危機管理対策本部に関すること 

(9) 市町村交流事業および全国自治体との連携に関すること 

         （10）その他各部課に属さないこと 

 ２ 人権啓発課 （1）部落差別その他の同和問題等の人権に係る啓発および 

対策に関すること 

（2）男女共同参画の推進に関すること 

 ３ 人事課   （1）人事管理および職員の研修に関すること 

         （2）職員の給与・旅費および退職手当に関すること 

         （3）職員の福利厚生および健康管理に関すること 

         （4）会計年度任用職員に関すること 

          （5）職員団体および労働組合に関すること 

 ４ 経理課   （1）総合庁舎等の維持管理に関すること 

         （2）総合庁舎等の整備計画に関すること 

         （3）公有財産の取得および調整に関すること 

         （4）土地・建物の評価および借入れに関すること 

         （5）工事、修繕および検査に関すること 

（6）契約に関すること 

 ５ 税務課    (1) 区の税制および税務統計に関すること 

          (2) 特別区民税・都民税（個人分）の賦課、収納管理、 

督促に関すること 

          (3) 滞納金に係る財産の差押さえおよび換価処分に関す 

            ること 
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Ⅱ 総務部組織図 

令和３年４月１日現在 

                    総務係              (7) 

                                 文書係              (7) 

部長 榎本 圭介   課長 古巻 祐介      秘書担当（主査）制    (3) 

                      平和・国際担当（主査）  (2) 

危機管理担当部長（危機管理監）               自治体連携担当（主査）   (1) 

   滝澤 博文              

                           人権・同和対策担当（主査）(3) 

                                男女共同参画担当（主査） (2) 

課長 島袋 裕子 

                        人事係                  (11) 

                            給与係                   (6) 

        課長 崎村 剛光     職員厚生係              (10) 

                     研修担当（主査）制       (5) 

        人材育成担当課長     制度・定数担当（主査）制 (2) 

                 ※人事課長兼務 

                            庁舎管理係               (9) 

                    庁舎計画担当（主査）   (3) 

        課長 東野 俊幸     管財係                   (4) 

                         技術検査担当（主査）制   (3) 

        庁舎計画担当課長     契約係                   (7) 

                     濵中 宏章 

                             税務係           (8) 

                    課税第一担当（主査）     (8) 

               課長 提坂 義文     課税第二担当（主査）     (9) 

                    課税第三担当（主査）     (9) 

                    課税第四担当（主査）     (10) 

                    収納管理係               (8) 

                    納税相談第一担当（主査） (8) 

                    納税相談第二担当（主査） (7) 

                    納税相談第三担当（主査） (7) 

                    特別整理担当（主査）     (5) 

        副参事 大野 理 

（ ）内は常勤職員数 

総務部(166) 総 務 課 (20) 

人権啓発課  (5) 

人 事 課 (34) 

経 理 課 (26) 

税 務 課 (79) 

副 参 事 (1) 
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Ⅲ　各課の事務事業概要

１　総　務　課
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　　　　　総　務　　　課

事　業　名 他課と連携が必要な項目 連　携　課

非核平和都市品川宣言事業
中学生広島平和使節派遣事業における
引率等

教育総合支援センター

非核平和都市品川宣言事業 平和資料コーナーの運営 品川図書館

非核平和都市品川宣言事業 平和人権パネル展の実施
品川図書館
人権啓発課

危機管理対策全般
震災、火災、大規模事故など危機事象への初
動対応および全庁調整など

防災課ほか

新型インフルエンザ等対策 新型インフルエンザ等対策の実施 保健予防課

3都市連携事業
全国連携プロジェクトにおける坂井市・高知県
とのイベント開催

文化観光課

水と緑の市町村との交流事業
品川区高齢者クラブ連合会と早川町敬老会と
のグランドゴルフ等による交流。

高齢者地域支援課

他課との連携事業一覧
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 １ 総 務 課 

(1)総 務 係 

① 成人式（予算額 ７，９６２千円）  

  新成人に対し、社会人としての自覚を促すとともに、その前途を祝福するため

実施する。 

ａ  実施月日 令和４年１月１０日〔きゅりあん〕 

ｂ 対 象 者  約２，６５０名 

（学齢制採用  平成１３．４．２ ～ 平成１４．４．１） 

② 新年賀詞交歓会（予算額 ３，６４６千円） 

区内官公署および区内関係諸団体相互の親睦をはかり、あわせて新年を祝うた

めに実施する。 

ａ  実施月日 令和４年１月５日〔きゅりあん〕 

ｂ 招 待 者 約１，９５０名 

③ 品川区官公署等連絡会（構成員の会費により運営） 

品川区に直接関係する国､東京都の行政機関および公益事業所が相互に情報を

交換し、円滑な行政と事業の運営を行うために開催する。 

ａ  実施月日 年４回 

ｂ 対 象 者 官公署等連絡会構成員（５０名）（令和３年４月１日現在） 

④ 特別職報酬等審議会（予算額 ５４３千円） 

  区長の諮問に応じ、特別職の報酬等について審議する。審議会の事務局は､総務

課が行う。 

    委員 １５名  任期  ３年 

⑤ 私立学校（専修・各種学校）に関すること（予算額 ２９千円） 

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき、区内私立学校

に対し、認可、届出、調査、その他指導全般を行う。 

〔対象数〕令和３年４月１日現在 

・ 専修学校・・・・・・・・９校 

・ 各種学校・・・・・・・・１校 

⑥ 外国人学校児童生徒等保護者補助金（予算額 ２，６８８千円） 

外国人学校（朝鮮学校・中華学校・韓国学校）在学児童・生徒等の保護者の負

担を軽減するため、補助金を交付する。月額７，０００円 

⑦ 特別区競馬組合配分金（歳入予算額 ６２１，１９６千円） 

競馬組合配分金は、１号交付金（競馬場所在区）、５号交付金（大井競馬の場外

発売施設が所在する区市町村に、地方競馬の場外発売によって得た年間売得金額

に１／100 を乗じた金額）および、６号交付金（大井競馬の場外発売施設が所在

する区市町村に、中央競馬の場外発売によって得た年間売得金額に 2／1000 を乗

じた金額）などである。 

⑧ 区議会等との連絡調整に関すること 

区議会および行政委員会と区長部局との連絡調整を行う 

   ⑨ 総合教育会議（予算額 １９７千円） 

     地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成 26 年法
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律第 26 号）に基づき開催するもので、区長と教育委員会が教育に関する課題等に

ついて、協議・調整を行うことにより、相互の連携をさらに強化し、より一層の

民意を反映した教育行政の推進を図ることを目的とする。 

   ⑩ いじめ問題調査委員会（予算額 ２０６千円） 

     区立学校においていじめに係る重大事態が発生し、区長が必要と認めた場合に

設置される区長の附属機関。 

当該重大事態と同種の事態の発生の防止を図るために、区長の諮問に応じ教育

委員会の行った調査の結果について再調査を行う。 

⑪ 危機管理業務（予算額 ４７，８７１千円） 

 ａ 緊急対応（危機発生時） 

   ・全庁をあげて取り組むべき危機事象の場合 

初動体制に遺漏のないよう、当該事案について総務課が所掌し、対応方針

の立案と連絡調整を図る。⇒危機管理対策本部の設置 

    危機管理対策本部体制 

      本部長（区長）  

      副本部長（副区長・教育長）  

      危機管理監（危機管理担当部長）＋総務部長、関係部長等  

      総務課（事務局）  

・新型インフルエンザ等の感染症が発生した場合 

国内外で新型インフルエンザ等の感染症が発生した場合、品川区新型イン

フルエンザ等対策本部条例により、区長を本部長とする対策本部を設置し、

全庁体制で対応するとともに、関係機関との連携・調整を図る。 

・震災、水防など所管や体制が確立されている場合 

     所管部と一体となって初動期の連絡調整等に対処し、それぞれの対策本部

等の体制が整えば、総務課はサポート役に廻る。 

ｂ その他 

   ・事例ごとに必要とされる危機管理マニュアルの作成 

   ・庁内ならびに区内関係機関への緊急連絡網の整備 

   ・職員への危機管理意識の啓発 

   ・区施設・事業等運営サポート（警備）業務の実施 

⑫ その他 

ａ 部の予算・決算および会計の総括に関すること 

ｂ 部の事業の進行管理に関すること 

ｃ 他の部・課および係に属さないこと 

8



(2)文 書 係 

① 法規事務 

ａ 条例等の立案 

所管部長等の請求により、条例、規則および訓令について、主として法規的

側面から検討し、立案する。 

ｂ 文書の審査 

各課で起案した重要な文書、要綱等について、主として法規的側面から検討

し、審査を行う。 

ｃ 訴訟等  

・区における訴訟事件を処理する。 

・区長が審査庁となる審査請求を処理する。 

② 文書管理事務 

ａ ファイリング・システム維持管理 

文書の保管、保存および廃棄を体系的に実施するため、ファイリング・シス

テム維持管理の総括を行う。 

ｂ 公印 

公印の新調・改刻、公印台帳の整備等公印の管理を行う。 

ｃ 文書・郵便物の集配 

区に到達した文書、郵便物等を受領し、各課に配付するとともに、区から差

し出す後納郵便物の送付、料金支払を集中管理する。 

ｄ その他  

文書事務に関する総合調整を行う。 

(3)秘書担当（主査）

① 区長および副区長の秘書 

② 渉外および交際（予算額 ２，５００千円） 

  区を代表して外部との折衝等を円滑に行うことを目的とする。 

③ 褒賞 

ａ 自治功労者等表彰（予算額 ８，２５４千円） 

区民の生活と文化の向上に特に功労があったものの事績をたたえることによ

り、区民の福祉増進に資することを目的とする。

○Ａ 表彰区分 

・地方自治の発展に関するもの 

・教育の振興と文化の向上に関するもの 

・産業の振興に関するもの 

・徳行に関するもの 

上記のもので、顕著な功績または模範として推奨するに価する業績もしく

は徳行のあったもの 

○Ｂ 実施月日 令和３年１０月１日 

ｂ 東京都功労者表彰 

東京都表彰規則による地域活動功労者を都へ推薦する。 
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（時期 年１回 都からの推薦依頼による） 

ｃ 叙勲等 

 地方自治の分野で功績顕著なものについて、都へ内申する。 

（時期 年 2回 都からの推薦依頼による） 

(4)平和・国際担当（主査） 

① 非核平和都市品川宣言事業（予算額 １０，５３１千円） 

中学生広島平和使節および青少年長崎平和使節、非核平和都市記念品等を通じ

て、宣言の趣旨の普及に努め、地域の中から平和への意識の高揚を図り、核兵器

の廃絶と恒久平和の確立に寄与する。 

   ② 地域住民と外国人との交流促進（予算額 １０，３５４千円） 

多文化共生について地域の理解を図りつつ、地域と在住外国人及び訪日外国人

との交流を深め、地域における国際化の向上を促進できる事業展開をする。 

ａ  多文化共生啓発事業 

      ⅰ 多文化共生講演会・講座 

      ⅱ やさしい日本語講座 

ⅲ 在住外国人紹介番組作成 

ⅳ 多文化共生等推進事業助成金 

   ｂ 大使館・領事館関連事業 

      区内イベントなどへの大使館等を通じた区民の文化交流等 

③ 国際友好都市交流事業（予算額 １１７，４６９千円） 

姉妹・友好都市との交流とともに、地域での外国文化交流等を深めるなど多様

な国際交流の推進および、外国人に開かれた地域社会づくりを通じて「暮らしが

息づく国際都市品川」の実現を図る。なお、公益財団法人品川区国際友好協会が

交流事業の実施主体として外国都市交流および地域での国際化を進める。 

ａ 内容 

ⅰ 国際交流一般事務費               １，１０１千円 

       国際交流事業に関する事務的経費  

ⅱ 姉妹都市等公式訪問団・受入れ          ６，８１５千円 

姉妹・友好都市等からの関係者を受入れるための経費 

ⅲ 公益財団法人品川区国際友好協会  補助金   １０９，５５３千円 

主な事業 

・姉妹都市等親善推進事業  

・市民交流事業 

・啓発普及事業       

・広報調査事業 

ｂ 姉妹・友好都市 

      ⅰ 姉妹都市 ポートランド市（アメリカ合衆国 メイン州） 

・昭和５９年（１９８４年）１０月１３日締結 

・大森貝塚を発見したモース博士の生誕地という歴史的な繋がりから提携
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ⅱ 友好都市 ジュネーヴ市（スイス連邦 ジュネーヴ州） 

・平成３年（１９９１年）９月９日締結 

        ・行方不明だった品川寺の梵鐘がジュネーヴ市アリアナ美術館で発見 

された繋がりから提携 

      ⅲ 友好都市 オークランド市（ニュージーランド） 

        ・平成５年（１９９３年）５月１７日締結 

        ・非核宣言を制定しているマウントロスキル市（現在オークランド市と 

合併）との交流が発展し、提携 

(5)自治体連携担当（主査） 

① 全国自治体との連携事業（予算額 ５，３９８千円） 

特別区全国連携プロジェクトに係る区の連絡調整窓口として、特別区と地方と

の共存共栄および地方の発展に寄与するため、全国自治体との連携を行う。 

② 区内企業との連携促進（予算額 １，０８２千円） 

町会・自治会、ＮＰＯ法人、企業等も含めた区民と区との協働で、「私たちのま

ち」品川区をつくるという品川区基本構想の理念に基づき、「しながわＣＳＲ推進

協議会」を中心として、区内企業（昼間区民）と社会貢献活動・防災対策等様々

な分野での連携を推進する。 

令和３年度は、平成２９年度に設置した幹事会の活動を促進し、会員企業の意

見を協議会の運営（事業内容等）に反映させ、協議会の活性化および会員企業の

参加意識を向上させる。 

   ③ 大学との協働の推進（予算額 １，６８２千円） 

     区と大学間で一層の協力関係を構築し、区における地域の課題解決及び大学等

の教育・研究機能の向上を推進することで、地域社会の発展に寄与する。 

   ④ 市町村交流事業 

    ａ 水と緑の市町村との交流事業 

品川区「水と緑の市町村との交流事業」基本構想（昭和６１年度策定）に基

づき、水と緑に象徴される自然環境の豊かな市町村との交流事業を通じて、健

全で潤いのある区民生活の実現を図る。 

      ⅰ 神奈川県山北町との交流事業（予算額 ６，０５４千円） 

ア 山北町が主催するイベントへの団体等の派遣事業 

        イ 山北町における区主催事業（「ひだまりの里」での交流事業） 

ウ 区民の施設利用（「ひだまりの里」施設の利用、協定旅館制度） 

エ 交流拠点「ひだまりの里」の管理運営 

      ⅱ 山梨県早川町との交流事業（予算額 １７，０２７千円） 

ア 早川町が主催するイベントへの団体等の派遣事業 

イ 早川町における区主催事業（事業者委託ツアー） 

ウ 区民の早川町への訪問支援 

エ 「マウントしながわ」里山活用事業 

    ｂ 交流都市連携事業（予算額 ６，１５５千円） 

      ⅰ 交流都市地方物産展（千葉県物産展フェアと一本化） 

ⅱ 坂井市区民交流ツアー 
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Ⅲ　各課の事務事業概要

２　人権啓発課
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　　　　人権啓発　　課

事　業　名 他課と連携が必要な項目 連　携　課

人権啓発事業
「しながわ人権のひろば」において指導課と連
携し、小中学校の児童・生徒による人権標語・
ポスター展を実施する。

指導課
教育総合支援センター

人権啓発事業
「しながわ人権のひろば」において人権擁護委
員（区民相談室）と連携し、人権メッセージ・人
権作文の朗読を実施する。

広報広聴課
（区民相談室）

人権啓発事業
人権週間の街頭啓発活動を実施するにあた
り、人権擁護委員（区民相談室）と協力して
行っている。

広報広聴課
（区民相談室）

人権啓発事業 職員研修／人権問題研修 人事課

人権啓発事業 犯罪被害者等支援施策
広報広聴課（区民相談室）
地域活動課（生活安全担
当）

人権啓発事業 平和・人権パネル展実施
品川図書館
総務課

人権啓発事業 安心しながわネットワークの推進
子ども育成課、子ども家庭支援
センター、子育て応援課、高齢
者福祉課、障害者福祉課

他課との連携事業一覧
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２ 人権啓発課  

(1) 人権・同和対策担当（主査） 

1)啓発事業（人権尊重都市品川宣言制定２８周年）(予算総額６,２７６千円) 

ａ 憲法週間講演会(予算額 １,６３１千円)  

５月１３日（木） きゅりあん大ホール 

○講演 スマイリーキクチ 氏（タレント） 

演題 『 ＳＴＯＰ！インターネット、ＳＮＳでの人権侵害 

 ～インターネットと人とのかかわり合い～』 

         会場参加 ３００名 オンライン参加 ２００名 

         ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、無観客開催とし、オン

ライン配信参加２００名とした。 

○平和・人権パネル展示 

         ※無観客開催に伴い中止とした。 

ｂ 人権週間講演会(予算額 ３,７２１千円) 

１２月１日 きゅりあん大ホール 

ｃ しながわ人権のひろば２０２１(予算額 ９２４千円) 

１２月４日（土）～１２月６日（月）荏原文化センターレクホール等 

○品川区立学校人権標語・ポスター展 

○人権啓発・ＤＶ・犯罪被害者支援パネル展 

○女性弁護士による法律相談 

 １２月下旬 ケーブルテレビ品川で放映予定。 

○品川区立学校人権標語・ポスター展 

＜令和２年度実績＞ 

ａ 憲法週間記念「講演と映画のつどい」 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期とした。 

ｂ 人権週間講演会  参加人数３００名 

１２月２日（水） きゅりあん大ホール 

○講演 林家 正蔵 氏（落語家） 

演題 「明るく、元気に、一生懸命 

 ～表現について心掛けていること～」 

ｃ しながわ人権のひろば２０２０ 参加人数５３６名 

１２月５日（土）～１２月７日（月） 荏原文化センターレクホール等 

○品川区立学校人権標語・ポスター展 

荏原文化センター展示後、ケーブルテレビ品川（１２月１９日（土）

～２２日（火）わ！しながわニュース）で展示の模様を放映した。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、品川区役所防災センタ

ー３階ロビーでの展示は中止とした。 

○人権啓発・ＤＶ・犯罪被害者支援パネル展 

○女性弁護士による法律相談（５日） 
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2)その他啓発事業等(予算総額８,０６６千円) 

① その他啓発事業(予算額９８４千円) 

  〇職員への啓発対応強化(予算額２３３千円) 

   ・令和２年度作成「差別事象対応マニュアル」および「品川区職員・教職員

向け性自認・性的指向に関する行動指針」を基に職場研修実施 

  〇啓発パネル展 

  〇懸垂幕による啓発活動(予算額２８９千円) 

  〇啓発冊子 「大切なこと」増刷 等(予算額２５７千円) 

  〇啓発パンフレット等印刷(予算額２０５千円) 

＜令和２年度の実績＞ 

〇職員・教職員向け研修 

 新型コロナウイルス感染症対策として、各々２回に分けて実施 

      ・部落差別（同和問題）講演会 （管理職対象） 

       １２月２１日（月）、１２月２４日（木） 

       演題 「新型コロナウイルス感染症に関しての人権問題～新型コロナウイ

ルスによる影響 生活困窮者支援の現場から人権を考える～」 

       講師 大西 連 氏  認定ＮＰＯ法人自立生活サポートセンター 

もやい理事長 

       ※未受講者に対し、講演の要約版を配布した。 

 ・人権問題講演会 （管理職、一般職員対象） 

   １月２５日（月）、１月２６日（火）  

   演題 「性自認・性的指向に関する品川区職員・教職員対応指針を作成して」 

  講師 専門相談員    中島 潤 氏 

ＬＧＢＴ法連合会 下平 武 氏  他 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教職員は区教育委員会指導 

課によるオンライン配信受講も可とした。 

  〇冊子「人権を考える」発行 

   ・令和元年度に実施した「人権に関わる意識調査※」の調査結果に基づき調 

査結果の一部を紹介した冊子を発行      

※人権に関わる意識調査 

・人権侵害や差別の問題に関する区民の意識を把握し今後の人権教育・啓発事業を

推進する上での基礎資料として活用を図るために実施 

・人権三法（部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法、障害者差別解消法）お

よび同性パートナーシップ制度など新たな人権課題を含めた設問を加えた。 

・品川区在住の満１８歳以上８０歳未満の男女２，０００人(外国人を含む住民基

本台帳からの層化二段無作為抽出)を対象としインターネットを利用した回答も

可能とした。 

・有効回答率４５.９％(インターネットによる回答は有効回答の２０.１％) 
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〇職員向け「差別事象対応マニュアル」作成 

  〇しながわ見守りホットライン啓発物作成 

   ・しながわ見守りホットラインを周知するため、カードおよびカードスタンド

を新規に作成 

      ・『人権尊重都市品川宣言』等チラシの増刷 

  〇啓発パネル展 

  〇懸垂幕による啓発活動 

  〇啓発冊子 「大切なこと」発行等  

   ② 広報特集号の発行 

年２回  各１２６,０００部 

・人権尊重都市品川宣言特集号  ４月１１日（日）発行 

・人権週間特集号       １１月１１日（木）発行 

＜令和２年度実績＞ 

年２回  各１２６,０００部 

・人権尊重都市品川宣言特集号  ４月１１日（土）発行 

・人権週間特集号       １１月１１日（水）発行 

③ 安心しながわネットワークの推進 

  児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待、配偶者暴力など家庭内で起こる暴力に対 

し、地域の見守りを強化するとともに、関係機関の連携により速やかな対応をと 

ることにより家庭内暴力をなくすことを目指す。 

  ・「品川区虐待防止ネットワーク推進協議会」 ６月３０日（水）予定 

＜令和２年度実績＞ 

 ・文書による書面開催 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

④ 品川区人権啓発施策推進連絡会議の開催 

 関係各課長による連絡会議 

  ＜令和２年度実績＞ 

  令和２年１２月２２日（火）実施 

「差別事象対応マニュアル」作成報告 

⑤ 調査研究・視察研修 

ａ 民間運動団体、研究団体の開催する各種研修会、研究集会への参加 

ｂ 同和行政を現状把握するための視察研修 
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     ＜令和２年度実績＞ 

     ａ 会場参加１件、オンライン参加１件 

     ｂ 中止 

      ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

⑥ 差別事象の処理 

  ⑦ 同和生活相談 

令和２年度実績 ２５９件（電話１２１件、来所１２９件、出張９件） 

 (2) 男女共同参画担当（主査） 

 1)行動計画推進会議 (予算額１，６５６千円) 

  ・第１７期（令和元年～３年度）品川区行動計画推進会議の設置および運営 

・諮問事項「マイセルフ品川プラン～誰もが自分らしく～（男女共同参画のため 

の品川区行動計画第 5次等）」の策定に伴い、新規重要取組の一つである性の 

多様性を認め合う社会づくりを推進するため「性的マイノリティの理解促進を 

するための教育や啓発、支援などの環境整備について」とする。 

・委員１２名（学識経験委員５名、一般公募委員７名） 

・推進会議の開催 

＜令和２年度実績＞ 

・会議の開催 ３回  ・任期延長 令和３年１２月 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議開催が困難であり、任期延

      長とした。 

2)品川区男女共同参画推進行政連絡会議の開催 

    ・関係部長および関係各課長(幹事)による連絡会議 

＜令和２年度実績＞ 

・「品川区職員・教職員向け性自認・性的指向に関する行動指針」作成 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面確認とした。 

3)啓発事業 

① 男女平等啓発誌「マイセルフ」の発行(予算額１，１３２千円) 

・第６４号 １０，０００部 

・第６５号 １０，０００部 

＜令和２年度実績＞ 

・第６２・６３合併号「共に生きる」を考える ほか  １０，０００部 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、編集委員による取材、編集会

議を見直し、合併号とした。 
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② 男女共同参画推進フォーラム２０２１の開催(予算額１，６９９千円) 

 １１月１３日（土） きゅりあん小ホール  

＜令和２年度実績＞ 

男女共同参画推進フォーラム２０２０の開催 

  １１月７日（土） きゅりあん小ホール 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、企画運営委員会の開催が困難

であり、中止とした。 

③ 啓発パンフレットの発行とパネル作成 (予算額１，１７９千円) 

＜令和２年度実績＞ 

・ＤＶカード                   ２，２００部 

・デートＤＶって何？               ２，０００部 

・総合相談カード                 ２，０００部 

・センター案内リーフレット            １，５００部 

    ④ 性の多様性尊重啓発     (予算額６００千円) 

 〇居場所づくりのための交流室～多様な性から人権を考える～「みんなのひろば」

の開催 

令和３年１２月４日・令和４年２月１２日午後２時から４時  

  専門相談員 中島 潤 氏  ＬＧＢＴ法連合会 下平 武 氏 他  

＜令和２年度実績＞ 

〇居場所づくりのための交流室～多様な性から人権を考える～「みんなのひろば」

の開催 

・令和２年１２月１１日午後２時から４時 参加者 3名 

  ＤＶＤ「放映「カランコエの花」上映およびフリートーキング 

・令和３年２月１３日午後２時から４時  参加者 6名 

   ＤＶＤ「ぼくが性別「ゼロ」に戻るとき～空と木の実の 9年間」上映およ 

びフリートーキング 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染症対策と人数制限を行 

った。 

〇職員向け性自認・性的指向に関する指針パンフレットの作成 

「品川区職員・教職員向け性自認・性的指向に関する行動指針」６，０００部 

〇職員・教職員向け研修 

 ・「ＤＶ理解基礎講座 ～事例から学ぶ警察における対応～」 

        令和３年３月１９日（金） 大崎警察署生活安全課長 山寺 善三氏 

        ６１名参加 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染症対策と人数制限を行

った。 
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⑤ 啓発講座の開催(予算額２，７００千円) 

・男女共同参画推進講座 ・性の多様性尊重啓発講座 

・ワークライフバランス ・女性の活躍支援講座 

・ＤＶ・デートＤＶ講座 ・出前講座 

＜令和２年度実績＞ 

・男女共同参画推進講座                １講座（２日） 

・性の多様性尊重啓発講座               １講座（１日） 

      ・ワークライフバランス・女性の活躍支援講座      ３講座（５日） 

・出前講座 

区内義務教育学校 ※学年別に開催 

性の多様性尊重啓発講座（２回）  ７年生７７名・9年生８９名 

   デートＤＶ講座（１回）      ９年生８９名 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催予定講座の見直しを行 

い、開催した講座については、感染症対策と人数の制限を設けた。 

    ⑥ 男女共同参画センターの運営 

〇交流室・男女共同参画会議室の管理 

＜令和２年度実績＞ 

・会議室         利用件数  ２８２件 

      ・交流室・資料コーナー  利用者数  延６９３人（土日祝・午後のみ） 

     ※新型コロナウイルス拡大防止のため、感染症対策として利用人数の制限

や利用時間を縮小し、貸し出しを行った。 

〇総合相談 (予算額３，６７７千円) 

・法律相談       月３回（面接） 

      ・カウンセリング相談  週１回（電話・第 4週を除く） 

                  月１回（面接） 

      ・ＤＶ相談       週１回（面接および電話） 

＜令和２年度実績＞ 

・法律相談件数       ９２件（面接）※うち夜間２５件 

・カウンセリング相談件数  ９６件（電話） 

                    １７件（面接） 

・ＤＶ相談件数       ５６件（面接および電話）※うち夜間１１件 

※新型コロナウイルス拡大防止のため、感染症対策として会議室を相談場

所としても利用した。 

     〇品川区配偶者暴力相談支援センター機能整備 

令和２年４月１日 東京都を経由して内閣府へ報告 

      ・受付実績 １３７件 
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〇男女共同参画センター仮移転 

      きゅりあん大規模改修工事に伴い、男女共同参画センター機能を荏原第一地 

域センター跡へ仮移転する。 

      期間：令和３年１２月～令和５年３月まで 
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Ⅲ　各課の事務事業概要

３　人　事　課

23



　　　　　人　事　課

事　業　名 他課と連携が必要な項目 連　携　課

職員顕彰 対象者の選定・決定および式典の挙行 庶務課、指導課

職員住宅
入居者の防災訓練の参加状況の管理、防災
備蓄倉庫および消火ポンプ倉庫の設置

防災課

職員研修 人権問題研修 人権啓発課

職員研修 協働研修 地域活動課

職員研修 文書研修 総務課

職員研修 財務会計研修
財政課、経理課、会計管
理室

職員研修 債権管理研修 会計管理室

職員研修 地域事業参加研修 商業・ものづくり課

他課との連携事業一覧
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３ 人 事 課 

(1) 人 事 係 

① 職員の採用、昇任、退職等に関する事務 

② 昇給および昇格に関する事務 

③ 職員の異動および配置に関する事務 

④ 職員の降任、免職、休職、降給等分限に関する事務 

⑤ 勤務時間、その他服務規律に関する事務 

⑥ 職員の自己申告および人事評価に関する事務 

⑦ 職員の戒告、減給、停職、免職等懲戒に関する事務 

⑧ 職員の表彰、永年勤続感謝に関する事務（予算額 ５，８６２千円） 

(2) 給 与 係 

① 職員の給与に関する事務 

② 職員の旅費に関する事務 

③ 職員の退職手当に関する事務 

④ 会計年度任用職員の報酬に関する事務 

(3) 職員厚生係 

① 職員被服貸与に関する事務 （予算額 １４，３０６千円） 

② 職員住宅維持管理に関する事務 （予算額 １３１，３０２千円） 

・ 災害対策職員待機寮 ９寮（単身５４戸、家族５４戸、計１０８戸） 

・ 災害対策職員待機寮借上事業（３７戸） 

③ 職員の健康管理に関する事務（予算額 ６５，５４９千円） 

ａ 各種健康診断および健康相談等 

ｂ 安全衛生委員会の運営 

・職員の労働安全および衛生に関する事項の調査審議 

ｃ 公務（通勤）災害補償に関する事務 

④ その他の事務 

ａ 東京都職員共済組合に関する事務 

・短期給付（健康保険）および長期給付（年金）等 

ｂ 特別区職員互助組合に関する事務 

ｃ 品川区職員互助会に関する事務 

ｄ 社会保険に関する事務 

・再任用短時間職員および会計年度任用職員の厚生年金、健康保険、雇用保険 
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(4) 研修担当（主査） 

① 区研修の計画および実施に関する事務（予算額 ２７,３１５千円） 

ａ 職層研修（育成層研修、実務層研修、監督層研修、管理層研修、清掃関係職員研修） 

ｂ 選択研修（実務研修、政策形成研修、派遣研修、特別研修） 

ｃ 研修支援（職場研修・自己啓発） 

② 共同研修への派遣に関する事務 （予算額 ３０８千円） 

特別区職員研修所実施研修への派遣 

(5) 制度・定数担当（主査） 

① 人事給与等の制度に関する調査 

② 職員団体および労働組合に関する事務 

③ 職員の定数管理に関する事務 
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Ⅲ　各課の事務事業概要

４　経　理　課
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　　　　　経　理　　　課

事　業　名 他課と連携が必要な項目 連　携　課

基幹事務システム関連 財産管理事務、契約事務、検査事務
企画調整課、財政課、
情報推進課、会計管理
室

新公会計システム関連
公有財産および固定資産管理事務、契約
事務

企画調整課、財政課、情
報推進課、会計管理室、
施設整備課、各主管課

工事成績評定 技術検査、契約事務 各工事主管課

職員研修関連 財産管理事務、契約事務、検査事務
財政課、人事課、会計
管理室

庁舎計画関連 庁舎計画
企画調整課、施設整備
課、都市開発課

用地取得
用地情報取得、契約に関わる事務
（財産価格審議会・土地開発公社）

企画調整課、道路課、
関係課

他課との連携事業一覧
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４ 経 理 課 

(１) 庁舎管理係 

① 庁舎維持管理事務（予算額 ６６０，４８０千円) 

総合庁舎（本庁舎、防災センター・第二庁舎、議会棟、第三庁舎）の維持管理 

ア 光熱水費、電話料の支払い 

イ 清掃・案内・設備管理等委託 

ウ 総合庁舎機械警備委託 

エ 維持補修工事 

オ 会議室使用承認（グループウェア利用） 

カ 総合庁舎内関係機関との連絡調整 

キ 維持管理費負担金および庁舎使用料等の請求・納付管理 

② 庁有自動車運行管理（予算額 ９３，９５３千円） 

ア 庁有自動車の管理（整備および配車） 

(自動車およびバイク貸出時、アルコールチェックおよび免許証の確認) 

＊経理課所有自動車の用途および台数（合計 車３５台・バイク５台） 

普通乗用車（リース）５台、普通乗用車４台、小型乗用車２台 

小型貨物 １台、マイクロバス（リース）１台 

（貸 出 用） 小型乗用車５台、小型貨物車５台、軽乗用車２台、 

軽貨物車 ９台、普通貨物 １台、バイク ５台 

イ 電動自転車（１６台）、自転車（２台）の貸出、シェアサイクル活用（１０台） 

③ 電話交換業務 

＊中継台数 ５台  ＊受信件数     約９４３件（１日平均） 

          ＊ダイヤルイン 約３，９９１件（１日平均） 

④ メール業務 

出先職場他（各地域センター・小中学校等および関連施設合わせて約２８０ヶ

所）、都、他区市間での公文書の配付・回収を行う文書交換 

⑤ 駐車場維持管理 

 ア 一般車収容台数 計１２２台 

    第一駐車場 ２５台 

    第二駐車場 ９７台（庁有車含む） 

イ 収入＜駐車場貸付料＞ 

       ２１，５０７，１２０円 
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(２) 庁舎計画担当 

令和２年度に実施した庁舎機能検討委員会の答申を踏まえ、基本理念・基本方針、

建設候補地、事業手法、事業費、スケジュール、施設計画素案等を検討し、隣接の広

町地区への移転に向け、新庁舎整備基本構想・基本計画を策定する。 

（令和３年度予算額７２，２０３千円）

＜新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会の予定＞ 

回 数 時 期 内 容 

第１回 令和３年５月頃 

基本構想素案の検討、意見交換 
第２回 ～

第３回 令和３年７月頃 

第４回 令和３年９月頃 
基本構想素案のまとめ確認 

 令和３年１０月頃 パブリックコメント実施 

第５回 令和３年１１月頃 
パブリックコメント結果報告 

基本構想案について（答申） 

第６回 令和４年１月頃 

基本計画素案の検討、意見交換 
第７回 ～

第８回 令和４年５月頃 

第９回 令和４年７月頃 
基本計画素案のまとめ確認 

 令和４年８月頃 パブリックコメント実施 

第１０回 令和４年９月頃 
パブリックコメント結果報告 

基本計画案について（答申） 

＜令和２年度庁舎機能検討委員会の実績＞ 

回 数 時 期 内 容 

第１回 令和２年７月１３日 
区長からの諮問 

現状と課題等の説明 

第２回 令和２年９月９日 庁舎機能の検討①（防災、環境） 

第３回 令和２年１１月１６日 
庁舎機能の検討②（区民サービス、区民 

協働・交流、行政・議会） 

第４回 
令和３年１月２２日 

（書面開催） 

庁舎機能の検討③（将来対応・経済性、 

共通機能） 

第５回 令和３年３月２６日 
庁舎機能検討全体のまとめ 

区長への答申 
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 (３) 管 財 係 

① 公有財産の管理および普通財産の処分等（予算額  １１６，５０２千円） 

 （単位：千円） 

年 度 

区 分 
２８ ２９ ３０ １ ２ 

行政財産

使用許可 
件数 645 655 657 667 664

土 地 

売 却 

件数 15 16 16 4 ＊1  17

金額 73,674 13,410 28,661 79,136 607,276

火災共済

加入 

件数 879 916 901 915 949

金額 3,392 3,677 3,750 3,802 3,003

＊1 土地交換 9件を含む   

② 土地、建物の借入契約 

（単位：件） 

区 分 有償借入 無償借入 計 

土 地 25 68 93

建 物 13 2 15

③ 財産価格審議会事務 

ア 財産価格審議会の開催      ６回 

イ 審議議案           ２１件 

(４) 技術検査担当（主査）・管財係

                                （単位：件） 

     年度 

検査区分 
２８ ２９ ３０ １ ２ 

工事 

建  築 214 266 258 285 197

電  気 177 203 185 246 205

機  械 167 143 149 234 165

土  木 480 514 493 610 681

計 1,038 1,126 1,085 1,375 1,248

物品 管財係分 380 349 398 444 378

合 計 1,418 1,475 1,483 1,819 1,626
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４ 経 理 課 

(５) 契 約 係 

工事請負契約および物品の購入契約等に関すること 

（予算額 １，１２９千円） 

（単位：千円） 

年度 

区分 
２８ ２９ ３０ １ ２ 

工 事 

件数 1,017 1,038 959 1,088 879

金額 16,463,962 21,739,733 28,057,419 18,962,063 25,751,249

物品等 

件数 3,247 3,247 3,474 3,763 2,093

金額 15,802,753 16,801,815 18,680,629 21,425,245 26,375,380

合 計 

件数 4,264 4,285 4,433 4,851 2,972

金額 32,266,715 38,541,548 46,738,048 40,387,309 52,126,629

 ※契約金額が確定できない「単価契約」は除く。 
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Ⅲ　各課の事務事業概要

５　税　務　課
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　　　　　税　務　　　課

事　業　名 他課と連携が必要な項目 連　携　課

他課との連携事業一覧
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５　税　務　課

（1）税　務　係

①　区の税制に関すること。

②　税務事務の連絡、調整に関すること。

③　特別区民税の調定に関すること。

④　特別区民税の歳入および税務統計に関すること。

⑤　軽自動車税の賦課・減免および証明に関すること。

⑥　軽自動車税の調定に関すること。

⑦　自動車の臨時運行許可に関すること。

⑧　特別区たばこ税の申告、調定、督促に関すること。

⑨　税務関係団体に関すること。

⑩　課の予算、決算および他の係に属さないこと。

（2）課税第一担当～課税第四担当

①　課税電算システム維持、小規模開発に関すること。

②　特別区民税・都民税の賦課、減免および証明に関すること。

③　軽自動車・自動車臨時運行許可の受付および証明に関すること。

（3）収納管理係

①　特別区民税・都民税の収入に関すること。

②　特別区民税・都民税の収納管理および督促状の発付に関すること。

③　軽自動車税の収納管理および督促状の発付に関すること。

④　特別区民税・都民税の口座振替に関すること。

⑤　特別区税の過誤納金還付に関すること。

（4）納税相談第一担当～納税相談第三担当

①　普通徴収に係る特別区民税・都民税（個人分）の滞納金の催告、

徴収その他滞納処分（特別整理担当に属するものを除く）に

関すること。

②　滞納金に係る財産の差押えおよび換価処分（特別整理担当に属

するものを除く）に関すること。

③　滞納金に係る財産の差押え後の滞納金の徴収（特別整理担当に

属するものを除く）に関すること。

④　徴収の嘱託および受託（特別整理担当に属するものを除く）に

関すること。

（5）特別整理担当

①　特別区民税・都民税（個人分）の滞納金の催告、徴収その他滞納

処分に関すること。

②　高額な滞納金に係る財産の差押えおよび換価処分に関すること。

③　高額な滞納金に係る財産の差押え後の滞納金の徴収に関すること。

④　徴収の嘱託および受託に関すること。　徴収の嘱託および受託に関すること。
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（１）特別区民税・都民税賦課事務

  　　◇　予　算　額　　　　　　１９８，６７４千円

　　　◇　内　　　容　　　　　　その年の１月１日現在に住所を有する個人に対し、その年の１月１日現在に住所を有する個人に対し、
前年の所得について賦課する。

　　　　 ◇ 　根　　　　拠　 地方税法　　　　　　　(制定昭和25年7月31日法律第226号）

品川区特別区税条例　　(制定昭和39年12月15日条例第48号）

　①普通徴収（当初賦課）

　②給与特別徴収（当初賦課）

　③年金特別徴収（当初賦課）
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　④納・課税証明発行件数および手数料 ＊手 数 料：一通につき３００円
　コンビニ：一通につき２００円

　※コンビニ分については、平成28年9月20日　開始

（２）軽自動車税種別割賦課事務

◇  予　算　額　　　　　　５，８２４千円

◇　内　　　容　　　　　　その年の４月１日現在、軽自動車の所有者に対して
賦課する。
税額：１，０００円～１２，９００円（車種により異なる）

◇　根　　　拠　　　　　　地方税法　(制定昭和25年7月31日法律第226号）　
品川区特別区税条例(制定昭和39年12月15日条例第48号）

　①軽自動車税種別割（当初賦課）

　②軽自動車税種別割納税証明発行件数および手数料

　　　＊手数料：一通につき３００円
　　　　ただし車検用の納税証明書は無料
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（３）特別区たばこ税事務

◇　予　算　額　　　　　　２，１５７千円

◇　内　　　容　　　　　卸売販売業者等が小売業者に販売したたばこの本数に、
税率を掛け、申告納付する。

◇　納税義務者　　　　　　・　たばこ製造者　・卸売販売業者
・　特定販売業者

◇　根　　　拠　　　　　　地方税法　　　　　　(制定昭和25年7月31日法律第226号）
品川区特別区税条例　(制定昭和39年12月15日条例第48号）

（４）臨時運行許可事務

◇　予　算　額　　　　　　１０４千円

◇　内　　　容　　　　　　自動車の検査や登録のために回送する場合に、期間を
定めて臨時運行を許可する。（仮ナンバーの貸出し）

◇　根　　　拠　　　　　　道路運送車両法　　　　　(制定昭和26年6月 1日号外法律第185号）
道路運送車両法施行規則　(制定昭和26年8月16日運輸省令第74号）
品川区手数料条例　　　　(制定平成12年3月28日条例第5号）

 臨時運行許可件数および手数料

　　＊手数料：車両一両につき７５０円
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（５）軽自動車税種別割賦課事務、臨時運行許可事務における標識等弁償金

◇　内　容　　  　  一度交付した標識や仮ナンバー（番号標）を紛失した

場合、弁償金を徴収する。

ただし、盗難を原因とした紛失は対象外。

◇　根　拠　　　　　品川区特別区税条例　　(制定昭和39年12月15日条例第48号）

　弁償金徴収件数および金額

　　＊原動機付自転車標識紛失　　　　２００円

　　　臨時運行許可番号標紛失　　２，０００円

（６）ふるさと納税寄附金

◇　予　算 ３，０１６千円

◇　内　容　　  　  ふるさと納税とは、納税者が自分で選んだ自治体に寄附を

行った場合に、所得税と住民税の控除が受けられる制度である。

H27.10.1 品川区では寄附額に応じて、希望者に返礼品の送付を開始

H30.4.1　地域振興基金への寄附(※返礼品は対象外)の受け入れを開始

H30.9.1　千本桜計画への寄附の受け入れを開始

　寄附金推移

※推計値含む概算は、総務
省が示す計算式による。
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（７）特別区民税・都民税徴収事務

◇　予　算　額　　　　　　２４５，０７７千円

◇　内　　　容　　　　　区財源の根幹をなす区税収入の確保の核心は、納税者自らが
納付を行い、滞納しない環境作りにある。そのために、日頃
から自主納税意識の啓発に努めつつ、公平かつ適正な事務運
営を行っている。また、滞納整理にあたっては、滞納者との
厳しい納税交渉、滞納処分等は不可避であり、これらの事務
を十分に行うために、日頃から法令上の知識にとどまらず計
画的かつ効率的な事務改善、研究等を積み重ねている。

◇　根　　　拠 国税徴収法　　　　　　(制定昭和34年4月20日号外法律147号）
地方税法　　　　　　　(制定昭和25年7月31日法律第226号）
品川区特別区税条例　　(制定昭和39年12月15日条例第48号）

平成31年度特別区税徴収実績（５月末決算額） 単位：千円・％

令和２年度特別区税徴収実績（令和3年3月末現在） 単位：千円・％

令和２年５月末現在

令和３年３月末現在

※軽自動車税環境性能割は令和元年10月から令和２年２月分までの実績です。
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平成30年度特別区税徴収実績（５月末決算額） 単位：千円・％

平成28年度特別区税徴収実績（５月末決算額） 単位：千円・％

平成30年５月末現在

調　定　額 収　入　額 収　入　歩　合 

 普通徴収分 13,024,252 12,684,896 97.39

 特別徴収分 30,117,848 30,104,203 99.95

 過年度分 171,422 149,510 87.22

小　計 43,313,522 42,938,609 99.13

649,930 419,336 64.52

43,963,452 43,357,945 98.62

125,510 121,758 97.01

3,501 1,937 55.33

129,011 123,695 95.88

3,472,012 3,472,012 100.00

47,564,475 46,953,652 98.72

計 

た　ば　こ　税 

合　　　　　計 

区　　　分 

特

別

区

民

税

現

年

度

滞納繰越分 

計 

軽
自
動
車
税

現年課税分 

滞納繰越分 

平成29年５月末現在

平成29年度特別区税徴収実績（５月末決算額） 単位：千円・％

平成31年５月末現在
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